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１ 参照法令 
○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年四月十四日法律第五

十四号）（抄） 

 

〔目的〕 

第一条 この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配

力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当

な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争

を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を

高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促

進することを目的とする。 

 

〔定義〕 

第二条 この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をい

う。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は

第３章の規定の適用については、これを事業者とみなす。 

② この法律において「事業者団体」とは、事業者としての共通の利益を増進することを主

たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体をいい、次に掲げる形態のもの

を含む。ただし、二以上の事業者の結合体又はその連合体であつて、資本又は構成事業者

の出資を有し、営利を目的として商業、工業、金融業その他の事業を営むことを主たる目

的とし、かつ、現にその事業を営んでいるものを含まないものとする。 

一 二以上の事業者が社員（社員に準ずるものを含む。）である社団法人その他の社団 

二 二以上の事業者が理事又は管理人の任免、業務の執行又はその存立を支配している

財団法人その他の財団 

三 二以上の事業者を組合員とする組合又は契約による二以上の事業者の結合体 

③～④ （略） 

⑤ この法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若

しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排

除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実

質的に制限することをいう。 

⑥ この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義を

もつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、

又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘

束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実

質的に制限することをいう。 

⑦～⑧ （略） 



2 

 

⑨ この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をい

う。 

一～四 （略） 

五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照ら

して不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。 

イ （略） 

ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益

を提供させること。 

ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る

商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対し

て取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益

となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。 

六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻

害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの 

イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。 

ロ 不当な対価をもつて取引すること。 

ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。 

ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。 

ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。 

ヘ 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の

事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である

場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をする

ように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。 

 

〔私的独占又は不当な取引制限の禁止〕 

第三条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。 

 

〔事業者団体の禁止行為〕 

第八条 事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 

一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 

二 （略） 

三 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。 

四 構成事業者（事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。）の機能又は活動

を不当に制限すること。 

 五 （略） 
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〔不公正な取引方法の禁止〕 

第十九条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。 
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○ 不公正な取引方法（昭和五十七年六月十八日公正取引委員会告示第十五号）（抄） 

 

〔共同の取引拒絶〕 

１ 正当な理由がないのに、自己と競争関係にある他の事業者（以下「競争者」という。）

と共同して、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。 

一 ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶し、又は供給を受ける

商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。 

二 他の事業者に、ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶させ、又

は供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。 

 

〔その他の取引拒絶〕 

２ 不当に、ある事業者に対し取引を拒絶し若しくは取引に係る商品若しくは役務の数量

若しくは内容を制限し、又は他の事業者にこれらに該当する行為をさせること。 

 

３～７ （略） 

 

〔ぎまん的顧客誘引〕 

８ 自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項に

ついて、実際のもの又は競争者に係るものよりも著しく優良又は有利であると顧客に誤

認させることにより、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引すること。 

 

９～１０ （略） 

 

〔排他条件付取引〕 

１１ 不当に、相手方が競争者と取引しないことを条件として当該相手方と取引し、競争者

の取引の機会を減少させるおそれがあること。 

 

〔拘束条件付取引〕 

１２ 法第二条第九項第四号又は前項に該当する行為のほか、相手方とその取引の相手方

との取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて、当該相手方と取引す

ること。 

 

１３ （略） 

 

〔競争者に対する取引妨害〕 

１４ 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事
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業者とその取引の相手方との取引について、契約の成立の阻止、契約の不履行の誘引その

他いかなる方法をもつてするかを問わず、その取引を不当に妨害すること。 
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○ 労働基準法（昭和二十二年四月七日法律第四十九号）（抄） 

 

〔定義〕 

第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所（以下「事業」

という。）に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 

 

〔労働条件の明示〕 

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働

条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その

他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しな

ければならない。 

②～③ （略） 

 

〔労働時間〕 

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働

させてはならない。 

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を

超えて、労働させてはならない。 

 

〔作成及び届出の義務〕 

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規

則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合におい

ても、同様とする。 

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に

就業させる場合においては就業時転換に関する事項 

二 賃金（臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。）の決定、計算及び支払の方

法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 

三 退職に関する事項（解雇の事由を含む。） 

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決

定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 

四 臨時の賃金等（退職手当を除く。）及び最低賃金額の定めをする場合においては、こ

れに関する事項 

五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関

する事項 

六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 
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八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する

事項 

九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 

十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする

場合においては、これに関する事項 
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○ 労働基準法施行規則（昭和二十二年八月三十日厚生省令第二十三号）（抄） 

 

〔労働条件〕 

第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければなら

ない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期

間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新す

る場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項につ

いては使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 

一 労働契約の期間に関する事項 

一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 

一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 

二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並び

に労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 

三 賃金（退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。）の決

定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 

四 退職に関する事項（解雇の事由を含む。） 

四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方

法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 

五 臨時に支払われる賃金（退職手当を除く。）、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに

最低賃金額に関する事項 

六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 

七 安全及び衛生に関する事項 

八 職業訓練に関する事項 

九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 

十 表彰及び制裁に関する事項 

十一 休職に関する事項 

② 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに

掲げる事項（昇給に関する事項を除く。）とする。 

③ 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定す

る事項が明らかとなる書面の交付とする。 
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○ 職業安定法（昭和二十二年十一月三十日法律第百四十一号）（抄） 

 

〔労働条件等の明示〕 

第五条の三 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う

者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労

働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者

に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しな

ければならない。 

② 求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業

者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞ

れ、求職者又は供給される労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労

働条件を明示しなければならない。 

③ 求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者（供給される労働者

を雇用する場合に限る。）は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方

公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうと

する者又は供給される労働者と労働契約を締結しようとする場合であつて、これらの者

に対して第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その

他の労働条件（以下この項において「従事すべき業務の内容等」という。）を変更する場

合その他厚生労働省令で定める場合は、当該契約の相手方となろうとする者に対し、当該

変更する従事すべき業務の内容等その他厚生労働省令で定める事項を明示しなければな

らない。 

④ 前三項の規定による明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で

定める事項については、厚生労働省令で定める方法により行わなければならない。 
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○ 職業安定法施行規則（昭和二十二年十二月二十九日労働省令第十二号）（抄） 

 

〔法第五条の三に関する事項〕 

第四条の二 法第五条の三第三項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 

一 求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の

紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者(以下

この項において「紹介求職者等」という。)に対して法第五条の三第一項の規定により

明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下「従事す

べき業務の内容等」という。)の範囲内で従事すべき業務の内容等を特定する場合 

二 紹介求職者等に対して法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務

の内容等を削除する場合 

三 従事すべき業務の内容等を追加する場合 

２ 法第五条の三第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 前項第一号の場合において特定する従事すべき業務の内容等 

二 前項第二号の場合において削除する従事すべき業務の内容等 

三 前項第三号の場合において追加する従事すべき業務の内容等 

３ 法第五条の三第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第八

号に掲げる事項にあつては、労働者を派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する

派遣労働者をいう。以下同じ。)として雇用しようとする者に限るものとする。 

一 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項 

二 労働契約の期間に関する事項 

二の二 試みの使用期間に関する事項 

三 就業の場所に関する事項 

四 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する

事項 

五 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令

第二十三号)第八条各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項 

六 健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和二十九

年法律第百十五号)による厚生年金、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十

号)による労働者災害補償保険及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による

雇用保険の適用に関する事項 

七 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項 

八 労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨 

４ 法第五条の三第四項の厚生労働省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この

項及び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。

ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法による
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ことができない場合において、明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明

示したときは、この限りでない。 

一 書面の交付の方法 

二 電子情報処理組織(書面交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、

書面の交付を行うべき者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機

と、書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を

受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)の使用に係る電子計算機と

を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、書面交

付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電

気通信回線を通じて送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルに記録する方法(書面被交付者がファイルへの記録を出力することによる書面を

作成することができるものに限る。)によることを書面被交付者が希望した場合におけ

る当該方法 

５ 前項第二号の方法により行われた明示事項の明示は、書面被交付者の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに記録されたときに当該書面被交付者に到達したものとみ

なす。 

６ 法第五条の三第一項から第三項までの規定による明示は、試みの使用期間中の従事す

べき業務の内容等と当該期間が終了した後の従事すべき業務の内容等とが異なる場合に

は、それぞれの従事すべき業務の内容等を示すことにより行わなければならない。 

７ 求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者は、求職者、募集に

応じて労働者となろうとする者又は供給される労働者に対して法第五条の三第一項の規

定により明示された従事すべき業務の内容等に関する記録を、当該明示に係る職業紹介、

労働者の募集又は労働者供給が終了する日(当該明示に係る職業紹介、労働者の募集又は

労働者供給が終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者にあつて

は、当該明示に係る労働契約を締結する日)までの間保存しなければならない。 

８ 求人者は、公共職業安定所から求職者の紹介を受けたときは、当該公共職業安定所に、

その者を採用したかどうかを及び採用しないときはその理由を、速やかに、通知するもの

とする。 
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○ 労働組合法（昭和二十四年六月一日法律第百七十四号）（抄） 

 

〔目的〕 

第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進する

ことにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するた

めに自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織

し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を

締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。 

２ （略） 

 

〔労働者〕 

第三条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる

収入によつて生活する者をいう。 

 

〔交渉権限〕 

第六条 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のため

に使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。 

 

〔不当労働行為〕 

第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

一 （略） 

二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒む

こと。 

三～四 （略） 

 

〔労働協約の効力の発生〕 

第十四条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、

書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。 

 

〔基準の効力〕 

第十六条 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働

契約の部分は、無効とする。この場合において無効となつた部分は、基準の定めるところ

による。労働契約に定がない部分についても、同様とする。 
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○ 特許法（昭和三十四年四月十三日法律第百二十一号）（抄） 

 

〔職務発明〕 

第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、

法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該

使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における

従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許

を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明につい

て特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。 

２ （略） 

３ 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ

使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利

は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。 

４ 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受

ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権

を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のた

め仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施

権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益（次項及び第

七項において「相当の利益」という。）を受ける権利を有する。 

５ 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益

の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議

の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従

業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与

えることが不合理であると認められるものであつてはならない。 

６～７ （略） 
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○ 著作権法（昭和四十五年五月六日法律第四十八号）（抄） 

 

〔職務上作成する著作物の著作者〕 

第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその

法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、そ

の法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契

約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 

２ 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの

著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、

その法人等とする。 
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○ 不正競争防止法（平成五年五月十九日法律第四十七号）（抄） 

 

〔定義〕 

第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 

 一～六 （略） 

七 営業秘密を保有する事業者（以下「保有者」という。）からその営業秘密を示された

場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その

営業秘密を使用し、又は開示する行為 

八～十六 （略） 

２～５ （略） 

６ この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法そ

の他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの

をいう。 

７～１０（略） 
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○ 労働契約法（平成十九年十二月五日法律第百二十八号）（抄） 

 

〔定義〕 

第二条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる

者をいう。 

２ （略） 

 

〔労働契約の内容の理解の促進〕 

第四条 （略） 

２ 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含

む。)について、できる限り書面により確認するものとする。 

 

〔労働契約の成立〕 

第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支

払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。 

 

〔懲戒〕 

第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に

係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠

き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該

懲戒は、無効とする。 
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２ 審判決【注：下線処理は事務局による】 

○ 最判昭和 59年２月 24日（石油価格協定刑事事件） 

（中略）独禁法の立法の趣旨・目的及びその改正の経過などに照らすと、同法二条六項

にいう「公共の利益に反して」とは、原則としては同法の直接の保護法益である自由競争

経済秩序に反することを指すが、現に行われた行為が形式的に右に該当する場合であつ

ても、右法益と当該行為によつて守られる利益とを比較衡量して、「一般消費者の利益を

確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進する」という同法の究極の目的

（同法一条参照）に実質的に反しないと認められる例外的な場合を右規定にいう「不当な

取引制限」行為から除外する趣旨と解すべきであり、これと同旨の原判断は、正当として

是認することができる。 

 

○ 最判平成元年 12月 14日（都営芝浦と畜場事件） 

（中略）独占禁止法二条一項は、事業者とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う

者をいうと規定しており、この事業はなんらかの経済的利益の供給に対応し反対給付を

反覆継続して受ける経済活動を指し、その主体の法的性格は問うところではないから、地

方公共団体も、同法の適用除外規定がない以上、かかる経済活動の主体たる関係において

事業者に当たると解すべきである。 

 

○ 東京高判平成５年 12月 14日（シール談合刑事事件） 

（中略）「一定の取引分野」を判断するに当たっては、主張のように「取引段階」等既

定の概念によって固定的にこれを理解するのは適当でなく、取引の対象・地域・態様等に

応じて、違反者のした共同行為が、対象としている取引及びそれにより影響を受ける範囲

を検討し、その競争が実質的に制限される範囲を画定して「一定の取引分野」を決定する

のが相当である。 

 

○ 東京地判平成９年４月９日（日本遊戯銃協同組合事件） 

（中略）共同の取引拒絶行為であっても、正当な理由が認められる場合は、不公正な取

引方法に該当しないと解される（一般指定一項）。 

  また、形式的には「一定の取引分野における競争を実質的に制限する行為」に該当する

場合であっても、独禁法の保護法益である自由競争経済秩序の維持と当該行為によって

守られる利益とを比較衡量して、「一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民

主的で健全な発展を促進する」という同法の究極の目的（同法一条）に実質的に反しない

と認められる例外的な場合には、当該行為は、公共の利益に反さず、結局、実質的には「一

定の取引分野における競争を実質的に制限する行為」に当たらないものというべきであ

る（最高裁第二小法廷昭和五九年二月二四日判決・刑集三八巻四号一二八七頁参照）。 

  したがって、本件は、被告組合がエアーソフトガンの安全に関する品質基準を設けて、
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これに合致しない商品の取扱いを中止するよう問屋及び小売店に要請したという事案で

あるから、本件自主基準設定の目的が、競争政策の観点から見て是認しうるものであり、

かつ、基準の内容及び実施方法が右自主基準の設定目的を達成するために合理的なもの

である場合には、正当な理由があり、不公正な取引方法に該当せず、独禁法に違反しない

ことになる余地があるというべきである。 

  さらに、自由競争経済秩序の維持という法益と、本件妨害行為により守られる法益を比

較衡量して、独禁法の究極の目的に反しない場合には、公共の利益に反さず、不当な競争

制限に該当せず、独禁法に違反しないことになる余地があるというべきである。 

（中略） 

  したがって、たとえ本件自主基準の設定目的が正当なものであり、本件自主基準の内容

も一応の合理性を有するものであっても、本件妨害行為は、右目的の達成のための実施方

法として相当なものであるとは到底いえないというべきであり、正当な理由があるとは

いえず、独禁法が禁止している前記「不公正な取引方法の勧奨」に該当するものである。 

  また、本件妨害行為は、自由競争経済秩序の維持という独禁法の保護法益を犠牲にして

まで、消費者及びその周辺社会の安全という法益を守るため必要不可欠なやむを得ない

措置としてされたものであるとは到底認められないから、前記独禁法の究極の目的に実

質的に反しない例外的な場合であるとは認められず、ひいては公共の利益に反しないも

のとはいえないから、本件妨害行為は独禁法が禁止している前記「不当な競争制限」に該

当するものというべきである。 

 

○ 公取委審判審決平成 21年２月 16日（第一興商事件） 

（中略）被審人は，通信カラオケ機器の取引において，クラウン及び徳間の管理楽曲の

重要性を利用して，エクシングの事業活動を徹底的に攻撃していくとの方針の下，クラウ

ン及び徳間をして，従来継続的に行われてきた管理楽曲使用承諾契約の更新を突如拒絶

させるとともに，自らが行わせた当該更新拒絶の帰結となる『エクシングの通信カラオケ

機器ではクラウン及び徳間の管理楽曲が使えなくなる』旨を自ら卸売業者等に告知する

ことにより，エクシングと卸売業者等との取引を妨害したものである。このような行為は，

価格・品質・サービス等の取引条件を競い合う能率競争を旨とする公正な競争秩序に悪影

響をもたらす不公正な競争手段である。 

 

○ 最判平成 23年４月 12日（新国立劇場事件） 

（中略）出演基本契約は，年間を通して多数のオペラ公演を主催する被上告財団が，試

聴会の審査の結果一定水準以上の歌唱技能を有すると認めた者を，原則として年間シー

ズンの全ての公演に出演することが可能である契約メンバーとして確保することにより，

上記各公演を円滑かつ確実に遂行することを目的として締結されていたものであるとい

えるから，契約メンバーは，上記各公演の実施に不可欠な歌唱労働力として被上告財団の
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組織に組み入れられていたものというべきである。また，契約メンバーは，出演基本契約

を締結する際，被上告財団から，全ての個別公演に出演するために可能な限りの調整をす

ることを要望されており，出演基本契約書には，被上告財団は契約メンバーに対し被上告

財団の主催するオペラ公演に出演することを依頼し，契約メンバーはこれを承諾するこ

と，契約メンバーは個別公演に出演し，必要な稽古等に参加し，その他個別公演に伴う業

務で被上告財団と合意するものを行うことが記載され，出演基本契約書の別紙「出演公演

一覧」には，年間シーズンの公演名，公演時期，上演回数及び当該契約メンバーの出演の

有無等が記載されていたことなどに照らせば，出演基本契約書の条項に個別公演出演契

約の締結を義務付ける旨を明示する規定がなく，契約メンバーが個別公演への出演を辞

退したことを理由に被上告財団から再契約において不利な取扱いを受けたり制裁を課さ

れたりしたことがなかったとしても，そのことから直ちに，契約メンバーが何らの理由も

なく全く自由に公演を辞退することができたものということはできず，むしろ，契約メン

バーが個別公演への出演を辞退した例は，出産，育児や他の公演への出演等を理由とする

僅少なものにとどまっていたことにも鑑みると，各当事者の認識や契約の実際の運用に

おいては，契約メンバーは，基本的に被上告財団からの個別公演出演の申込みに応ずべき

関係にあったものとみるのが相当である。しかも，契約メンバーと被上告財団との間で締

結されていた出演基本契約の内容は，被上告財団により一方的に決定され，契約メンバー

がいかなる態様で歌唱の労務を提供するかについても，専ら被上告財団が，年間シーズン

の公演の件数，演目，各公演の日程及び上演回数，これに要する稽古の日程，その演目の

合唱団の構成等を一方的に決定していたのであり，これらの事項につき，契約メンバーの

側に交渉の余地があったということはできない。そして，契約メンバーは，このようにし

て被上告財団により決定された公演日程等に従い、各個別公演及びその稽古につき，被上

告財団の指定する日時，場所において，その指定する演目に応じて歌唱の労務を提供して

いたのであり，歌唱技能の提供の方法や提供すべき歌唱の内容については被上告財団の

選定する合唱指揮者等の指揮を受け，稽古への参加状況については被上告財団の監督を

受けていたというのであるから，契約メンバーは，被上告財団の指揮監督の下において歌

唱の労務を提供していたものというべきである。なお，公演や稽古の日時，場所等は，上

記のとおり専ら被上告財団が一方的に決定しており，契約メンバーであるＡが公演への

出演や稽古への参加のため新国立劇場に行った日数は，平成１４年８月から同１５年７

月までのシーズンにおいて約２３０日であったというのであるから，契約メンバーは時

間的にも場所的にも一定の拘束を受けていたものということができる。さらに，契約メン

バーは，被上告財団の指示に従って公演及び稽古に参加し歌唱の労務を提供した場合に，

出演基本契約書の別紙「報酬等一覧」に掲げる単価及び計算方法に基づいて算定された報

酬の支払を受けていたのであり，予定された時間を超えて稽古に参加した場合には超過

時間により区分された超過稽古手当も支払われており，Ａに支払われていた報酬（上記手

当を含む。）の金額の合計は年間約３００万円であったというのであるから，その報酬は，
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歌唱の労務の提供それ自体の対価であるとみるのが相当である。 

  以上の諸事情を総合考慮すれば，契約メンバーであるＡは，被上告財団との関係におい

て労働組合法上の労働者に当たると解するのが相当である。 

 

○ 最判平成 23年４月 12日（ＩＮＡＸメンテナンス事件） 

（中略）住宅設備機器の修理補修等を業とする会社である被上告人が，被上告人と業務

委託契約を締結してその修理補修等の業務に従事する者（被上告人の内部においてカス

タマーエンジニアと称されていた。以下「ＣＥ」という。）が加入した労働組合である上

告補助参加人らからＣＥの労働条件の変更等を議題とする団体交渉の申入れを受け，Ｃ

Ｅは被上告人の労働者に当たらないとして上記申入れを拒絶したところ，上告補助参加

人らの申立てを受けた大阪府労働委員会から被上告人が上記申入れに係る団体交渉に応

じないことは不当労働行為に該当するとして上記団体交渉に応ずべきこと等を命じられ，

中央労働委員会に対し再審査申立てをしたものの，これを棄却するとの命令（以下「本件

命令」という。）を受けたため，その取消しを求める事案である。 

（中略） 

被上告人の従業員のうち，被上告人の主たる事業であるＣの住宅設備機器に係る修理

補修業務を現実に行う可能性がある者はごく一部であって，被上告人は，主として約５９

０名いるＣＥをライセンス制度やランキング制度の下で管理し，全国の担当地域に配置

を割り振って日常的な修理補修等の業務に対応させていたものである上，各ＣＥと調整

しつつその業務日及び休日を指定し，日曜日及び祝日についても各ＣＥが交替で業務を

担当するよう要請していたというのであるから，ＣＥは，被上告人の上記事業の遂行に不

可欠な労働力として，その恒常的な確保のために被上告人の組織に組み入れられていた

ものとみるのが相当である。また，ＣＥと被上告人との間の業務委託契約の内容は，被上

告人の定めた「業務委託に関する覚書」によって規律されており，個別の修理補修等の依

頼内容をＣＥの側で変更する余地がなかったことも明らかであるから，被上告人がＣＥ

との間の契約内容を一方的に決定していたものというべきである。さらに，ＣＥの報酬は，

ＣＥが被上告人による個別の業務委託に応じて修理補修等を行った場合に，被上告人が

商品や修理内容に従ってあらかじめ決定した顧客等に対する請求金額に，当該ＣＥにつ

き被上告人が決定した級ごとに定められた一定率を乗じ，これに時間外手当等に相当す

る金額を加算する方法で支払われていたのであるから，労務の提供の対価としての性質

を有するものということができる。加えて，被上告人から修理補修等の依頼を受けた場合，

ＣＥは業務を直ちに遂行するものとされ，原則的な依頼方法である修理依頼データの送

信を受けた場合にＣＥが承諾拒否通知を行う割合は１％弱であったというのであって，

業務委託契約の存続期間は１年間で被上告人に異議があれば更新されないものとされて

いたこと，各ＣＥの報酬額は当該ＣＥにつき被上告人が毎年決定する級によって差が生

じており，その担当地域も被上告人が決定していたこと等にも照らすと，たといＣＥが承
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諾拒否を理由に債務不履行責任を追及されることがなかったとしても，各当事者の認識

や契約の実際の運用においては，ＣＥは，基本的に被上告人による個別の修理補修等の依

頼に応ずべき関係にあったものとみるのが相当である。しかも，ＣＥは，被上告人が指定

した担当地域内において，被上告人からの依頼に係る顧客先で修理補修等の業務を行う

ものであり，原則として業務日の午前８時半から午後７時までは被上告人から発注連絡

を受けることになっていた上，顧客先に赴いて上記の業務を行う際，Ｃの子会社による作

業であることを示すため，被上告人の制服を着用し，その名刺を携行しており，業務終了

時には業務内容等に関する所定の様式のサービス報告書を被上告人に送付するものとさ

れていたほか，Ｃのブランドイメージを損ねないよう，全国的な技術水準の確保のため，

修理補修等の作業手順や被上告人への報告方法に加え，ＣＥとしての心構えや役割，接客

態度等までが記載された各種のマニュアルの配布を受け，これに基づく業務の遂行を求

められていたというのであるから，ＣＥは，被上告人の指定する業務遂行方法に従い，そ

の指揮監督の下に労務の提供を行っており，かつ，その業務について場所的にも時間的に

も一定の拘束を受けていたものということができる。 

  なお，原審は，ＣＥは独自に営業活動を行って収益を上げることも認められていたとも

いうが，前記事実関係等によれば，平均的なＣＥにとって独自の営業活動を行う時間的余

裕は乏しかったものと推認される上，記録によっても，ＣＥが自ら営業主体となって修理

補修を行っていた例はほとんど存在していなかったことがうかがわれるのであって，そ

のような例外的な事象を重視することは相当とはいえない。 

  以上の諸事情を総合考慮すれば，ＣＥは，被上告人との関係において労働組合法上の労

働者に当たると解するのが相当である。 

 

○ 東京高判平成 23年４月 22日（ハマナカ毛糸事件） 

（中略）独占禁止法が不公正な取引方法を禁止した趣旨は，公正かつ自由な競争秩序を

維持することにあるから，同法２条９項４号（相手方の事業活動を不当に拘束する条件を

もって取引すること）の「不当に」は，この法の趣旨に照らして判断すべきであり，同号

の規定を具体化した一般指定１２項は，再販売価格の拘束が相手方の事業活動における

競争を阻害する点に不当性を認め，具体的な場合にこの不当性がないものを除外する趣

旨で「正当な理由がないのに」との限定を付したものと解すべきである。したがって，こ

の「正当な理由」は，公正な競争秩序維持の観点から，当該拘束条件が相手方の事業活動

における自由な競争を阻害するおそれがないことをいう。 

  原告の主張する目的のうち，中小小売業者の生き残りを図るという部分は，中小小売業

者が自由な価格競争をしないことで生き残りを図るというのであるから，公正かつ自由

な競争秩序維持の見地からみて正当性がないことは明らかであり，国民経済の民主的で

健全な発展の促進という独占禁止法の目的に沿うともいえない。また，原告の主張する目

的のうち，産業としての，文化としての手芸手編み業を維持するという部分は，一般的に
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みて保護に値する価値とはいえるものの，それが一般消費者の利益を確保するという独

占禁止法の目的と直接関係するとはいえない上，同法２３条の指定も受けていない商品

について，上記の目的達成のために相手方の事業活動における自由な競争を阻害するこ

とが明らかな本件行為という手段を採ることが，必要かつ相当であるとはいえない。 

  よって，本件行為に一般指定１２項の正当な理由があるとはいえない。 

 

○ 最判平成 24年２月 20日（多摩談合（新井組）事件） 

（中略）法２条６項にいう「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」とは，

当該取引に係る市場が有する競争機能を損なうことをいい，本件基本合意のような一定

の入札市場における受注調整の基本的な方法や手順等を取り決める行為によって競争制

限が行われる場合には，当該取決めによって，その当事者である事業者らがその意思で当

該入札市場における落札者及び落札価格をある程度自由に左右することができる状態を

もたらすことをいうものと解される。 

 

○ 最判平成 24年２月 21日（ビクターサービスエンジニアリング事件） 

  （中略）前記事実関係等によれば，Ｃ製品に係る出張修理業務のうち被上告人の従業員

によって行われる部分は一部であって，被上告人は，自ら選抜し，約３か月間の被上告人

が実施する研修を了した個人代行店に出張修理業務のうち多くの割合の業務を担当させ

ている上，個人代行店が担当する各営業日ごとの出張修理業務については，被上告人が１

日当たりの受注可能件数を原則８件と定め，各個人代行店とその営業日及び業務担当地

域ごとの業務量を調整して割り振っているというのであるから，個人代行店は，被上告人

の上記事業の遂行に必要な労働力として，基本的にその恒常的な確保のために被上告人

の組織に組み入れられているものとみることができる。加えて，本件契約の内容は，被上

告人の作成した統一書式に基づく業務委託に関する契約書及び覚書によって画一的に定

められており，業務の内容やその条件等について個人代行店の側で個別に交渉する余地

がないことは明らかであるから，被上告人が個人代行店との間の契約内容を一方的に決

定しているものといえる。さらに，個人代行店に支払われる委託料は，原則として被上告

人が定めた修理工料等に一定割合を乗じて算定されるなど，形式的には出来高払に類す

る方式が採られているものの，個人代行店は１日当たり通常５件ないし８件の出張修理

業務を行い，その最終の顧客訪問時間は午後６時ないし７時頃になることが多いという

のであるから，このような実際の業務遂行の状況に鑑みると，修理工料等が修理する機器

や修理内容に応じて著しく異なることからこれを専ら仕事完成に対する対価とみざるを

得ないといった事情が特段うかがわれない本件においては，実質的には労務の提供の対

価としての性質を有するものとして支払われているとみるのがより実態に即しているも

のといえる。また，個人代行店は，特別な事情のない限り被上告人によって割り振られた

出張修理業務を全て受注すべきものとされている上，本件契約の存続期間は１年間で被
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上告人から申出があれば更新されないものとされていること等にも照らすと，個人代行

店があらかじめその営業日，業務時間及び受注可能件数を提示し，被上告人がこれに合わ

せて顧客から受注した出張修理業務を発注していることを考慮しても，各当事者の認識

や本件契約の実際の運用においては，個人代行店は，なお基本的に被上告人による個別の

出張修理業務の依頼に応ずべき関係にあるものとみるのが相当である。しかも，個人代行

店は，原則として営業日には毎朝業務開始前に被上告人のサービスセンターに出向いて

顧客訪問予定日時等の記載された出張訪問カードを受け取り，被上告人の指定した業務

担当地域に所在する顧客宅に順次赴き，Ｃ作成のサービスマニュアルに従って所定の出

張修理業務を行うのであり，その際には，被上告人の親会社であるＣのロゴマーク入りの

制服及び名札を着用した上，被上告人の社名が印刷された名刺を携行し，毎夕の業務終了

後も原則としてサービスセンターに戻り，伝票処理や当日の修理進捗状況等の入力作業

を行っているというのであるから，上記のような通常の業務に費やされる時間及びその

態様をも考慮すれば，個人代行店は，基本的に，被上告人の指定する業務遂行方法に従い，

その指揮監督の下に労務の提供を行っており，かつ，その業務について場所的にも時間的

にも相応の拘束を受けているものということができる（このことは，サービスセンターと

のやり取りをファックス等を通じた通信により行っている一部の個人代行店についても

同様である。）。 

上記・・・の諸事情に鑑みると，本件における出張修理業務を行う個人代行店について

は，他社製品の修理業務の受注割合，修理業務における従業員の関与の態様，法人等代行

店の業務やその契約内容との等質性などにおいて，なお独立の事業者としての実態を備

えていると認めるべき特段の事情がない限り，労働組合法上の労働者としての性質を肯

定すべきものと解するのが相当であり，上記個人代行店について上記特段の事情がある

か否かが問題となる。しかしながら，Ｃ製品以外の製品の修理業務を行う個人代行店が２

店存在する一方で，その業務の内容や割合等は明らかではなく，また，個人代行店はその

従業員を修理業務に従事させることが禁止されていないものの，その従業員の有無及び

その従業員が行っている業務の内容が日常的に補助的業務の範囲を超えているか否か等

は明らかではなく，さらに，被上告人は法人等代行店とも業務委託契約を締結していると

ころ，法人等代行店の業務の実態やその契約の内容等の詳細は明らかではない。このよう

に，前記事実関係等のみからは，個人代行店が自らの独立した経営判断に基づいてその業

務内容を差配して収益管理を行う機会が実態として確保されているか否かは必ずしも明

らかであるとはいえず，出張修理業務を行う個人代行店が独立の事業者としての実態を

備えていると認めるべき特段の事情の有無を判断する上で必要な上記の諸点についての

審理が十分に尽くされていないものといわざるを得ない。なお，個人代行店は，出張業務

に際して自ら保有する自動車を用い，その諸費用を自ら負担しているが，一方で高価で特

殊な計測機器等については被上告人から無償で貸与されているなどの事実にも鑑みれば，

それだけでは上記のような機会が確保されていると認めるには足りないというべきであ
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る。また，個人代行店が被上告人から支払われる委託料から源泉徴収や社会保険料等の控

除を受けておらず，自ら確定申告を行っている点についても，実態に即して客観的に決せ

られるべき労働組合法上の労働者としての性質がそのような事情によって直ちに左右さ

れるものとはいえない。 

以上によれば，前記・・・の諸事情があるにもかかわらず，出張修理業務を行う個人代

行店が独立の事業者としての実態を備えていると認めるべき特段の事情の有無を判断す

る上で必要な上記の諸点について十分に審理を尽くすことなく，上記個人代行店は被上

告人との関係において労働組合法上の労働者に当たらないとした原審の判断には，判決

に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。 

 

○ 公取委審判審決平成 27年６月４日（日本トイザらス事件） 

（中略）取引の相手方に対し正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える行為（以下

「濫用行為」ということもある。）は，通常の企業行動からすれば当該取引の相手方が受

け入れる合理性のないような行為であるから，甲が濫用行為を行い，乙がこれを受け入れ

ている事実が認められる場合，これは，乙が当該濫用行為を受け入れることについて特段

の事情がない限り，乙にとって甲との取引が必要かつ重要であることを推認させるとと

もに，「甲が乙にとって著しく不利益な要請等を行っても，乙がこれを受け入れざるを得

ないような場合」にあったことの現実化として評価できるものというべきであり，このこ

とは，乙にとって甲との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すこ

とに結び付く重要な要素になるものというべきである。 
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３ ガイドライン 

○ 流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針（平成３年７月 11日策定，公正取引委員

会事務局）（抜粋） 

 

第１部３⑷ 市場における有力な事業者 

垂直的制限行為には，「市場における有力な事業者」によって当該行為が行わ

れた場合に不公正な取引方法として違法となるおそれがあるものがある。後記

第２の２（自己の競争者との取引等の制限）の各行為類型，同３⑶（厳格な地域

制限）及び同７（抱き合わせ販売）がこれに当たる。 

      「市場における有力な事業者」と認められるかどうかについては，当該市場（制

限の対象となる商品と機能・効用が同様であり，地理的条件，取引先との関係等

から相互に競争関係にある商品の市場をいい，基本的には，需要者にとっての代

替性という観点から判断されるが，必要に応じて供給者にとっての代替性とい

う観点も考慮される。）におけるシェアが 20％を超えることが一応の目安となる。

ただし，この目安を超えたのみで，その事業者の行為が違法とされるものではな

く，当該行為によって「市場閉鎖効果が生じる場合」又は「価格維持効果が生じ

る場合」に違法となる。 

      市場におけるシェアが 20％以下である事業者や新規参入者がこれらの行為を

行う場合には，通常，公正な競争を阻害するおそれはなく，違法とはならない。 
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○ 共同研究開発に関する独占禁止法上の指針（平成５年４月 20日策定，公正取引委員会）

（抜粋） 

 

第１の２⑵ 

（中略）参加者の市場シェアの合計が相当程度高く、規格の統一又は標準化につながる等

の当該事業に不可欠な技術の開発を目的とする共同研究開発において、ある事業者が参加

を制限され、これによってその事業活動が困難となり、市場から排除されるおそれがある場

合に、例外的に研究開発の共同化が独占禁止法上問題となることがある（私的独占等）。 

○ 例えば、参加者の市場シェアの合計が相当程度高く、研究開発の内容等からみて成果

が当該事業分野における事実上の標準化につながる可能性が高い共同研究開発につい

ては、当該研究開発を単独で実施することが困難であり、これによって生産、流通等の

合理化に役立ち、需要者の利益を害さず、かつ、当該技術によらない製品に関する研究

開発、生産、販売活動等の制限がない場合には、研究開発の共同化は認められる。 

（後略） 
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○ 事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針（平成７年 10 月 30 日策定，公正取引

委員会）（抜粋） 

 

第二－７⑵ 自主規制等、自主認証・認定等 

  一方、商品又は役務の種類、品質、規格等に関連して、事業者団体が、例えば、生産・

流通の合理化や消費者の利便の向上を図るため規格の標準化に係る自主的な基準を設定

し、また、環境の保全や安全の確保等の社会公共的な目的に基づく必要性から品質に係る

自主規制等や自主認証・認定等の活動を行う場合がある。 

このような活動については、独占禁止法上の問題を特段生じないものも多いが、一方、

活動の内容、態様等によっては、多様な商品又は役務の開発・供給等に係る競争を阻害す

ることとなる場合もあり、法第八条第三号、第四号又は第五号の規定に違反するかどうか

が問題となる。また、自主規制等や自主認証・認定等の形をとっていても、当該活動によ

り市場における競争を実質的に制限することがあれば、法第八条第一号の規定に違反す

る。 

  このような活動の法第八条第三号、第四号又は第五号の規定に係る競争阻害性の有無

の判断について、自主規制等に関しては、下記の「ア 自主規制等に係る判断」に沿って

判断され、また、自主認証・認定等に関しては、このアに「イ 自主認証・認定等に係る

判断」に記すところを加えて判断される。 

 

ア 自主規制等に係る判断 

   自主規制等に関して、その競争阻害性の有無については、 

① 競争手段を制限し需要者の利益を不当に害するものではないか（§８－４） 

及び 

② 事業者間で不当に差別的なものではないか（§８－３、§８－４、§８－５） 

の判断基準に照らし、 

③ 社会公共的な目的等正当な目的に基づいて合理的に必要とされる範囲内のもの 

 か 

の要素を勘案しつつ、判断される。 

   なお、以上のような判断基準に照らし自主規制等が競争を阻害することがないよう

にするとの観点から、自主規制等の活動を行おうとするに際しては、事業者団体におい

て、関係する構成事業者からの意見聴取の十分な機会が設定されるべきであるととも

に、必要に応じ、当該商品又は役務の需要者や知見のある第三者等との間で意見交換や

意見聴取が行われることが望ましい。 

   また、自主規制等の利用・遵守については、構成事業者の任意の判断に委ねられるべ

きであって、事業者団体が自主規制等の利用・遵守を構成事業者に強制することは、一

般的には独占禁止法上問題となるおそれがある。（§８－４） 
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第二－９ 情報活動 

   ⑴ 情報活動の多様性 

事業者団体が，当該産業に関する商品知識，技術動向，経営知識，市場環境，

産業活動実績，立法・行政の動向，社会経済情勢等についての客観的な情報を収

集し，これを構成事業者や関連産業，消費者等に提供する活動は，当該産業への

社会公共的な要請を的確にとらえて対応し，消費者の利便の向上を図り，また，

当該産業の実態を把握・紹介する等の種々の目的から行われるものであり，この

ような情報活動のうち，独占禁止法上特段の問題を生じないものの範囲は広い。 

 

⑵ 違反となるおそれがある行為 

      一方、事業者団体の情報活動を通じて、競争関係にある事業者間において、現

在又は将来の事業活動に係る価格等重要な競争手段の具体的な内容に関して、

相互間での予測を可能にするような効果を生ぜしめる場合がある。このような

観点から見て、下記９－１に挙げるような情報活動は、違反となるおそれがある。 

      このような情報活動を通じて構成事業者間に競争制限に係る暗黙の了解若し

くは共通の意思が形成され、又はこのような情報活動が手段・方法となって競争

制限行為が行われていれば、原則として違反となる。 

      すなわち、事業者団体によるこのような情報活動が、１－１（価格等の決定）、

１－２（再販売価格の制限）、２－１（数量の制限）、３－１（取引先の制限）、

３－２（市場の分割）、３－３（受注の配分、受注予定者の決定等）、４－１（設

備の新増設等の制限）、５－１（参入制限等）等に挙げられるような事業者団体

による制限行為につながり、又はそれら制限行為に伴う場合は、それぞれ、「１ 

価格制限行為」から「５ 参入制限行為等」までのところ等に記述したように、

法第８条の規定に違反することとなる。 

   なお、事業者団体によるこのような情報活動を通じて、事業者間で、価格、数

量、顧客・販路、設備等に関する競争の制限に係る合意が形成され、事業者が共

同して市場における競争を実質的に制限する場合には、これら事業者の行為が

法第３条の規定に違反する。 

９－１ 
（重要な競争手段に具体的に

関係する内容の情報活動） 

○ 構成事業者が供給し、又は供給を受

ける商品又は役務の価格又は数量の具

体的な計画や見通し、顧客との取引や

引き合いの個別具体的な内容、予定す

る設備投資の限度等、各構成事業者の

現在又は将来の事業活動における重要

な競争手段に具体的に関係する内容の

情報について、構成事業者との間で収

http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/lawdk.html#cms81jou
http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/lawdk.html#cms31jou
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集・提供を行い、又は構成事業者間の

情報交換を促進すること。 

 

〈違反とされた具体例〉（略） 

 

⑶ 原則として違反とならない行為 

      これに対して、例えば以下のようなものは、上記⑵のような競争制限的な効果

を持つものではなく、原則として違反とならない。 

９－２ （略） （略） 

９－３ （略） （略） 

９－４ （略） （略） 

９－５ 
（価格に関する情報の需要者

等のための収集・提供） 

○ 需要者、構成事業者等に対して過去

の価格に関する情報を提供するため、

構成事業者から価格に係る過去の事実

に関する概括的な情報を任意に収集し

て、客観的に統計処理し、価格の高低の

分布や動向を正しく示し、かつ、個々の

構成事業者の価格を明示することな

く、概括的に、需要者を含めて提供する

こと（１－⑵－３に該当するものを除

く。また、事業者間に現在又は将来の価

格についての共通の目安を与えるよう

なことのないものに限る。）。 

９－６ 

（価格比較の困難な商品又は

役務の品質等に関する資料等

の提供） 

○ 市場における価格の比較が困難な商

品又は役務について、費用項目、作業の

難易度、品質等価格に関連する事項に

ついての公正かつ客観的な比較に資す

る資料又は技術的指標を、需要者を含

めて提供すること（事業者間に価格に

ついての共通の目安を与えるようなこ

とのないものに限る。）。 

９－７ （略） （略） 

９－８ （略） （略） 
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○ 役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針（平成 10年３

月 17日策定，公正取引委員会）（抜粋） 

第１-１ 我が国における事業者間の役務の委託取引においては、特定の事業者間で継続的

な取引が行われる場合がある。多くの委託者が継続的な取引を行っている場合には、

一般に、受託者が取引先を変更することが困難となりがちであるほか、役務の提供に

当たっては、個々の委託者ごとに異なったノウハウや設備を必要とする場合もあっ

て、受託者は既存の取引関係をできるだけ維持しようと努めることとなりがちであ

る（注５）。 

   （中略） 

（注５） 優越的地位の濫用行為は、継続的な取引関係を背景として行われることが

多いが、継続的な取引関係にない事業者間で行われることもある。 

 

第２－１ 代金の支払遅延 

⑴ 考え方 

      委託者が、提供を受けた役務の代金について、受託者に責任がないにもかかわ

らず、その全部又は一部を契約で定めた支払期日より遅れて支払うことがある。 

      このような代金の支払遅延は、委託者側の収支の悪化や社内手続の遅延など

を理由とすることが多いが、取引上優越した地位にある委託者が、正当な理由が

ないのに、契約で定めた支払期日に代金を支払わない場合であって、受託者が、

今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には、

正常な商慣習に照らして不当に不利益を受託者に与えることとなり、優越的地

位の濫用として問題となる。 

      また、契約で定めた支払期日より遅れて代金を支払う場合だけでなく、取引上

優越した地位にある委託者が、一方的に代金の支払期日を正常な商慣習に照ら

して遅く設定する場合や、支払期日の到来を恣意的に遅らせる場合にも、不当に

不利益を受託者に与えることとなりやすく、優越的地位の濫用として問題を生

じやすい。ただし、支払期日が遅く設定される場合であっても、代金の額につい

て支払期日までの受託者側の資金調達コストを踏まえた対価として交渉が行わ

れるなど正常な商慣習に照らして不当に不利益を受託者に与えていないと認め

られるときは、優越的地位の濫用の問題とはならない。 

 

第２－２ 代金の減額要請 

⑴ 考え方 

      委託者が、受託者に対し、契約で定めた代金の減額を要請することがある。 

      受託者が提供した役務の内容が委託時点で取り決めた条件に満たないことを

理由として委託者が代金の減額を要請することもあるが、取引上優越した地位
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にある委託者が、受託者に対し、正当な理由がないのに、代金の減額を要請する

場合には、あらかじめ計算できない不利益を受託者に与えることとなりやすく、

優越的地位の濫用として問題を生じやすい（注８）。 

      また、委託者が契約で定めた代金を変更することなく、役務の仕様を変更した

り、契約外の役務の提供を要請する場合もあるが、このように代金を実質的に減

額することとなる場合の考え方は、上記と同様である。 

      なお、受託者から提供された役務に瑕疵(かし)がある場合、委託内容と異なる

役務が提供された場合、納期に間に合わなかったために取引の目的が達成でき

なかった場合等、受託者側の責めに帰すべき事由により、当該役務が提供された

日から相当の期間内に、当該事由を勘案して相当と認められる金額の範囲内で

代金を減額する場合、代金の減額要請が対価に係る交渉の一環として行われ、そ

の額が需給関係を反映したものであると認められる場合には、正常な商慣習に

照らして不当に不利益を与えることとならず、優越的地位の濫用の問題とはな

らない。 

（注８） （略） 

 

第２－３ 著しく低い対価での取引の要請 

⑴ 考え方 

      委託者が、受託者に対し、当該役務の内容と同種又は類似の内容の役務の提供

に対し通常支払われる対価に比して著しく低い対価での取引を要請することが

ある。 

      取引の対象となる役務の対価について、取引上優越した地位にある委託者が、

受託者に対し、著しく低い対価での取引を要請する場合には、不当に不利益を受

託者に与えることとなりやすく、優越的地位の濫用として問題を生じやすい（注

９）。 

      しかし、委託者が要請する対価が受託者の見積りにおける対価に比べて著し

く低く、受託者からみると、委託者による代金の買いたたき行為であると認識さ

れるとしても、委託者から要請のあった対価で受託しようとする同業者が他に

存在する場合など、それが対価に係る交渉の一環として行われるものであって、

その額が需給関係を反映したものであると認められる場合や、いわゆるボリュ

ームディスカウントなど取引条件の違いを正当に反映したものであると認めら

れる場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとならず、優

越的地位の濫用の問題とはならない（注 10）。 

      なお、著しく低い対価での役務の委託取引を要請することが優越的地位の濫

用行為に該当するか否かについては、対価の決定に当たり受託者と十分な協議

が行われたかどうか等の対価の決定方法、他の受託者の対価と比べて差別的で
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あるかどうか等の決定内容、取引の対象となる役務の需給関係を反映している

かどうか等の対価の決定状況などを勘案して総合的に判断することとなる。 

（注９） このような場合、委託者と受託者の間で対価に係る交渉が十分に行わ

れないときには、受託者は委託者による代金の買いたたき行為と認識

しがちであるので、取引上優越した地位にある委託者は、当該対価が需

給関係を反映したものであることについて十分受託者に説明した上で

当該要請を行うことが望ましい。 

（注 10） （略） 

 

第２－４ やり直しの要請 

    ⑴ 考え方 

      委託者が、受託者に対し、提供を受けた役務について、それに要する費用を負

担することなくやり直しを要請することがある。 

      提供を受けた役務の内容が委託時点で取り決めた条件に満たない場合には、

委託者がやり直しを要請することは問題とならないが、取引上優越した地位に

ある委託者が、受託者に対し、その一方的な都合でやり直しを要請する場合には、

不当に不利益を受託者に与えることとなりやすく、優越的地位の濫用として問

題を生じやすい（注 11）。 

      なお、やり直しのために通常必要とされる費用を委託者が負担するなど、受託

者に不利益を与えないと認められる場合には、優越的地位の濫用の問題とはな

らない。 

     （注 11） 役務の成果物が取引対象となる取引にあっては、受託者が成果物を

試作した後でなければ具体的な仕様等が確定できないため、委託者が

当該試作品につきやり直しを要請する場合がある。このような場合に、

当該やり直しに係る費用が当初の対価に含まれていると認められると

きは、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとならず、優

越的地位の濫用として問題とはならない。 

 

第２－７ 情報成果物に係る権利等の一方的取扱い 

⑴ 考え方 

      情報成果物が取引の対象となる役務の委託取引にあっては、受託者が作成し

た成果物について、受託者に著作権が発生したり、受託者にとって特許権、意匠

権等の権利の対象となることがある。また、受託者が当該成果物を作成する過程

で、他に転用可能な成果物、技術等を取得することがあり、これが取引の対象と

なる成果物とは別の財産的価値を有する場合がある。 

      このような役務の委託取引において、取引上優越した地位にある委託者が、受
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託者に対し、当該成果物が自己との委託取引の過程で得られたこと又は自己の

費用負担により作成されたことを理由として、一方的に、これらの受託者の権利

を自己に譲渡（許諾を含む。以下同じ。）させたり、当該成果物、技術等を役務

の委託取引の趣旨に反しない範囲で他の目的のために利用すること（二次利用）

（注 14）を制限する場合などには、不当に不利益を受託者に与えることとなり

やすく、優越的地位の濫用として問題を生じやすい（注 15）。 

      しかしながら、このような場合に、成果物等に係る権利の譲渡又は二次利用の

制限に対する対価を別途支払ったり（注 16）、当該対価を含む形で対価に係る交

渉を行っていると認められるときは、優越的地位の濫用の問題とはならない（注

17）。 

      ただし、このような場合であっても、成果物等に係る権利の譲渡等に対する対

価が不当に低い場合や成果物等に係る権利の譲渡等を事実上強制する場合など、

受託者に対して不当に不利益を与える場合には、優越的地位の濫用として問題

となる（注 18）。 

（注 14） 二次利用としては、例えば、以下のような場合がある。 

    ① 委託者からの発注により、受託者が地上放送用に制作したテレビ

番組を、ビデオ化して販売する場合 

    ② 委託者からの発注により、受託者が劇場映画用に制作したアニメ

ーションを、インターネットにより配信する場合 

    ③ 委託者からの発注により、受託者が委託者の自社使用のために制

作したコンピュータープログラムを、他の事業者のために使用する

場合 

    ④ 委託者からの発注により、受託者が特定商品のために制作したキ

ャラクターについて、他の商品に使用する場合 

（注 15） この⑴「考え方」及び下記⑵「独占禁止法上問題となる場合」におい

て示されている考え方は、情報成果物の作成に伴い、受託者に権利が発

生・帰属していることを前提としたものである。 

          しかし、受託者が情報成果物を作成するに当たっては、役務の委託取

引に基づき受託者が自己の有する技術、人員等により作成する場合だ

けでなく、委託者から提供された技術、人員等をも使用して作成する場

合がある。 

          委託者が役務の委託取引を行うに当たり，受託者に自己の有する技

術を提供した場合は，役務の委託取引と技術取引とが同時に行われた

ものとみることができる。このため，情報成果物に係る権利の取扱いに

ついても委託者が提供した技術との関係を考慮して判断されることと

なるが，知的財産のうち技術に関するものの利用に係る制限行為に関
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する独占禁止法上の考え方については，「知的財産の利用に関する独占

禁止法上の指針」（平成 19年９月 28日公正取引委員会）のとおりであ

る。 

          また、委託者が技術、人員等を提供するなどにより、情報成果物を受

託者と共同で作成したとみることができる場合においては、当該成果

物に係る権利の譲渡、二次利用及び労務、費用等の負担に係る取決め内

容について、委託者と受託者の間で著しく均衡を失し、これによって受

託者が不当に不利益を受けることとなるときには、優越的地位の濫用

又は共同行為における差別的取扱い（一般指定第５項）として問題とな

る。 

（注 16） 二次利用の制限に対する対価には、二次利用による収益配分の条件と

して定める場合を含む。 

（注 17） 当該対価を含む形で対価に係る交渉を行っていると認められるために

は、取引の当事者双方が成果物等に係る権利の譲渡等が取引条件である

ことを認識し、委託者が成果物等に係る権利の譲渡等に対する対価が含

まれることを明示した委託費用を提示するなど、取引条件を明確にした

上で交渉する必要がある。 

         また、違反行為を未然に防止するなどの観点からは、可能な場合には、

委託者が委託費用を提示する際に権利の譲渡等に対する対価を明示して

いることが望ましい。 

（注 18） 「対価が不当に低い場合」の判断に当たっては、本指針の「第２ ３ 

著しく低い対価での取引の要請」に記載される考え方が適用される。 

         また、「事実上強制する場合」の具体例として、例えば、受託者が権利

の譲渡を伴う契約を拒んでいるにもかかわらず、今後の取引を行わない

ことを示唆するなどして、事実上、権利の譲渡を余儀なくさせる場合が挙

げられる。 
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○ 優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方（平成 22年 11月 30日策定，公正取

引委員会）（抜粋） 

 

第１ 優越的地位の濫用規制についての基本的考え方 

１ 事業者がどのような条件で取引するかについては，基本的に，取引当事者間の自主的

な判断に委ねられるものである。取引当事者間における自由な交渉の結果，いずれか一

方の当事者の取引条件が相手方に比べて又は従前に比べて不利となることは，あらゆ

る取引において当然に起こり得る。 

しかし，自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が，取引の相手方

に対し，その地位を利用して，正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは，

当該取引の相手方の自由かつ自主的な判断による取引を阻害するとともに，当該取引

の相手方はその競争者との関係において競争上不利となる一方で，行為者はその競争

者との関係において競争上有利となるおそれがあるものである。このような行為は，公

正な競争を阻害するおそれがあることから，不公正な取引方法の一つである優越的地

位の濫用として，独占禁止法により規制される（注５）。 

どのような場合に公正な競争を阻害するおそれがあると認められるのかについては，

問題となる不利益の程度，行為の広がり等を考慮して，個別の事案ごとに判断すること

になる。例えば，①行為者が多数の取引の相手方に対して組織的に不利益を与える場合，

②特定の取引の相手方に対してしか不利益を与えていないときであっても，その不利

益の程度が強い，又はその行為を放置すれば他に波及するおそれがある場合には，公正

な競争を阻害するおそれがあると認められやすい。 

（後略） 

 

第２ 「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して」の考え方 

１ 取引の一方の当事者（甲）が他方の当事者（乙）に対し，取引上の地位が優越してい

るというためには，市場支配的な地位又はそれに準ずる絶対的に優越した地位である

必要はなく，取引の相手方との関係で相対的に優越した地位であれば足りると解され

る。甲が取引先である乙に対して優越した地位にあるとは，乙にとって甲との取引の継

続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため，甲が乙にとって著しく不利

益な要請等を行っても，乙がこれを受け入れざるを得ないような場合である。 

 

２ この判断に当たっては，乙の甲に対する取引依存度，甲の市場における地位，乙にと

っての取引先変更の可能性，その他甲と取引することの必要性を示す具体的事実を総

合的に考慮する（注７）。 

（注７）甲が乙に対し，取引上の地位が優越しているかどうかは，次の⑴から⑷までに記載

された具体的事実を総合的に考慮して判断するので，大企業と中小企業との取引だ
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けでなく，大企業同士，中小企業同士の取引においても，取引の一方当事者が他方の

当事者に対し，取引上の地位が優越していると認められる場合があることに留意す

る必要がある。 

（後略） 

 

第４－３⑴ 受領拒否 

ア 取引上の地位が相手方に優越している事業者が，取引の相手方から商品を

購入する契約をした後において，正当な理由がないのに，当該商品の全部又は

一部の受領を拒む場合（注１６）であって，当該取引の相手方が，今後の取引

に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には，正常な商

慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり，優越的地位の濫用として

問題となる（注１７）。 

 

（注１６）「受領を拒む」とは，商品を納期に受け取らないことである。納期を

一方的に延期すること又は発注を一方的に取り消すことにより納期に商

品の全部又は一部を受け取らない場合も，これに含まれる。 

（注１７）取引の相手方から役務の提供を受ける契約をした後において，正当な

理由がないのに，当該役務提供の全部又は一部の受取りを拒む場合につ

いては，独占禁止法第２条第９項第５号ハ「その他取引の相手方に不利益

となるように取引の条件を（中略）変更し，又は取引を実施すること」と

して優越的地位の濫用の問題となり得る（第４の３⑸ウ参照）。 

 

イ 他方，①当該取引の相手方から購入した商品に瑕疵
か し

がある場合，注文した商

品と異なる商品が納入された場合，納期に間に合わなかったために販売目的が

達成できなかった場合等，当該取引の相手方側の責めに帰すべき事由がある場

合，②商品の購入に当たって当該取引の相手方との合意により受領しない場合

の条件を定め，その条件に従って受領しない場合（注 18），③あらかじめ当該

取引の相手方の同意を得て（注 19），かつ，商品の受領を拒むことによって当

該取引の相手方に通常生ずべき損失（注 20）を負担する場合には，正常な商慣

習に照らして不当に不利益を与えることとならず，優越的地位の濫用の問題と

はならない。 

 

（注１８）当該商品について，正常な商慣習の範囲内で受領を拒む条件を定める

場合に限る。 

（注１９）「同意を得て」とは，了承という意思表示を得ることであって，取引

の相手方が納得して同意しているという趣旨である。「返品」（第４の３
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⑵），「支払遅延」（第４の３⑶）及び「やり直しの要請」（第４の３⑸イ）

における「同意を得て」の考え方も，これと同様である。 

（注２０）「通常生ずべき損失」とは，受領拒否により発生する相当因果関係の

範囲内の損失をいう。例えば，①商品の市況の下落，時間の経過による商

品の使用期限の短縮に伴う価値の減少等に相当する費用，②物流に要す

る費用，③商品の廃棄処分費用が挙げられる。「返品」（第４の３⑵），「支

払遅延」（第４の３⑶）及び「やり直しの要請」（第４の３⑸イ）における

「通常生ずべき損失」の考え方も，これと同様である。 

＜想定例＞（略） 

 

第４－３⑶ 支払遅延 

     ア 取引上の地位が相手方に優越している事業者が，正当な理由がないのに，契

約で定めた支払期日に対価を支払わない場合であって，当該取引の相手方が，

今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には，

正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり，優越的地位の濫

用として問題となる。 

また，契約で定めた支払期日より遅れて対価を支払う場合だけでなく，取引

上の地位が優越している事業者が，一方的に対価の支払期日を遅く設定する

場合や，支払期日の到来を恣意的に遅らせる場合にも，当該取引の相手方に正

常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなりやすく，優越的地位

の濫用として問題となりやすい。 

     イ 他方，あらかじめ当該取引の相手方の同意を得て，かつ，対価の支払の遅延

によって当該取引の相手方に通常生ずべき損失を自己が負担する場合には，

正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとならず，優越的地位の

濫用の問題とはならない。 

＜想定例＞（略） 
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○ 米 FTC，DOJ（2000）「Antitrust Guidelines for Collaborations Among Competitors」

６頁（抜粋） 

 

The Agencies recognize that consumers may benefit from competitor collaborations 

in a variety of ways. For example, a competitor collaboration may enable 

participants to offer goods or services that are cheaper, more valuable to 

consumers, or brought to market faster than would be possible absent the 

collaboration. A collaboration may allow its participants to better use existing 

assets, or may provide incentives for them to make output-enhancing investments 

that would not occur absent the collaboration. The potential efficiencies from 

competitor collaborations may be achieved through a variety of contractual 

arrangements including joint ventures, trade or professional associations, 

licensing arrangements, or strategic alliances. 

 

(訳) 【注：訳は事務局による】 

FTC及び DOJは，競争者の共同行為により，消費者が様々な形で利益を受けることがあると

認識している。例えば，競争者間の共同行為が，それがない場合に比べ，市場参加者に商品

や役務をより安く提供できるようになったり，消費者にとってより価値のあるものが提供

されるようになったり，より早く市場にもたらすことができるようにする可能性がある。競

争者間の共同行為で，その市場に参加している者が現存する資産をより良く使えるように

なったり，共同行為がなければ実現できないような生産性を促進する投資インセンティブ

を市場参加者に与えたりする可能性もある。このような競争者間の共同行為による潜在的

な効率性の向上は，ジョイントベンチャー，事業者団体や職能団体，ライセンス同意，戦略

提携を含む様々な契約上の取決めを通じて達成される場合がある。 
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４ その他資料（橋本龍伍『独占禁止法と我が國民経済』等） 

○ 橋本龍伍『独占禁止法と我が國民経済』（日本経済新聞社，1947年）（抜粋） 

 

（75頁抜粋） 

併し、この法律の建前としては、勞働問題は總べて固有の勞働法制によつて取り扱うこ

ととし、米國の例には倣わないことにした。必ずしも理論的にこの法律の建前を貫く必要

はないし、實際問題として、或る種の勞働爭議について勞働委員會の外に公正取引委員會

が全く獨立の立場で取締の手を出したりすることが――特に現下の實情から見て――適

當ではないと考えたからである。 

この法律の取締を受ける主體は、特別な場合に個人が出て來るだけで、總べて事業者又

は會社としてである。これで極めて明瞭であると思う。我が法制上は、わざゝクレイトン

法第六條のように斷らないでも、如何なる場合においても人の勞働力を商品と解し、從つ

て勞働者を勞働力という商品を賣る商人、勞働組合をその商人の同業組合と解すること

は絶對にない。 

 

（76～77頁抜粋） 

この法律を實施するに當つては、その側面において勞働條件の確立を圖ることが是非

必要である。一而して勞働條件を確立するには、一方において勞働基準法があり、他方に

おいて最低賃金法があるのが理想的なのだと考えられている。前者はこの法律と同じ議

會において通過した。後者については尚問題があり、特にインフレーションの結果通貨の

價値がどんゝ變動するような事態である爲に時期尚早とされているようであるが、現在

に於いても、標準賃金が建てられ、勞働組合法を基として團體交渉によつて賃金が支えら

れているので、ほぼこの法律の勞働面における前提條件は整えられている。 

 

（117頁抜粋） 

人が自分の勤勞を提供することは、事業ではない。勤勞する者自身にとつての自らの勤

勞はそれ自體一つの目的であつて、單に勤勞の消費者の利益に供するという經濟的目的

のために、これを供給し販賣するものではないからである  
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○ 15歳以上の就業者のうち，自営業主に相当する者の割合について 

  総務省統計局「平成 27 年国勢調査結果」（ https://www.e-stat.go.jp/stat-

search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200521&tstat=000001011777&cycle=0

&tclass1=000001011807&second=１&second2=1）（平成 30年１月 23日に利用）によれば，

15歳以上の就業者のうち「自営業主」に相当する者の割合は，平成 12年においては 11.1％

であったものが，平成 27年には 8.8％に減少しており，この間減少傾向が続いている。 

 

○ 厚生労働省「平成 29年版 労働経済の分析」（平成 29年９月 29日閣議報告）167～168

頁）。 

 ●シェアリングエコノミーの市場規模は世界各国で拡大 

  米国などで雇用によらない働き方が拡大している背景の一つとして、欧米を中心に広

がりを見せるシェアリングエコノミーの市場があると考えられる。2016年 11月にまとめ

られた内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室「シェアリングエコノミー検討会議中間報

告書」によれば、現在のシェアリングエコノミーは、不特定個人がサービスを提供し、不

特定多数の個人がサービスを享受することが基本であること、プロではないサービス提

供者がマッチングプラットフォームを提供する者（以下「シェア事業者」という。）を通

じてサービスを提供する形態となっていること、事後評価の仕組みを活用していること

等の特徴を有するとされている。代表的なものとして、住宅を活用した宿泊サービスを提

供する「民泊サービス」や「一般のドライバーの自家用車に乗って目的地まで移動できる

サービス」などが登場している。ここで、現在の我が国におけるシェアリングエコノミー

の認知度はどうなっているか、他国と比較して状況をみてみよう。第３－（３）－９図を

みると「民泊サービス」「一般のドライバーの自家用車に乗って目的地まで移動できるサ

ービス」のいずれの認知度も我が国が最も低い状況であり、利用意向についても同様の状

況であることが分かる。しかし、今後、我が国においてもシェアリングエコノミーの認知

度の高まりやサービスの内容によっては、雇用によらない働き方も広がるのではないか

と推測される。実際に、シェアリングエコノミーの市場規模を第３－（３）－10 図でみ

ると、各国合計の市場規模は 2013年の 150億ドルから、2025年には 3,350億ドルまで拡

大することが予測されている。我が国の市場規模についても、2014 年度の 233 億円から

2020 年度の 600 億円までに拡大することが予測されており、このような点からも我が国

で今後雇用によらない働き方が広がっていくことが示唆される。 

https://www.e-stat.go.jp/stat-
https://www.e-stat.go.jp/stat-
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